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建設工事における安全衛生経費の適切な支払いに向けて

○「建設工事従事者の安全及び健康の確保に関する基本的な計画」（平成29年6月閣議決定）において、『安全衛生経費につ
いては、（中略）適切かつ明確な積算がなされ下請負人まで確実に支払われるような実効性のある施策を検討し、実施する
こと。』とされた。

○このことから、学識経験者や建設業関係団体等から構成される「建設工事における安全衛生経費の確保に関する実務者検
討会」（平成30年～令和4年）及び「安全衛生対策項目の確認表及び標準見積書に関するWG」（令和4年～）で実効性のある
施策を検討。

○「安全衛生対策項目の確認表」と安全衛生経費の内訳として明示するための「標準見積書」の作成・普及を推進。

・ 令和5年8月に「安全衛生対策項目の確認表（参考ひな形）」及び「説明書」を公表し、建設業者団体に作成・ 活用を依頼。

・ 令和6年3月に「安全衛生経費を内訳明示した見積書の作成手順」を作成し、建設業者団体に「標準見積書」の作成・活用を

依頼。

【 安全衛生対策項目の確認表 】

・ 各専門工事業団体において、工事の特徴を踏

まえ工種ごとに「確認表」を作成

・ 見積条件の提示の際に、安全衛生対策項目の

「対策の実施分担」及び「費用負担」を元下間に

おいて確認

【 安全衛生経費を内訳として明示するための「標準見積書」 】

・ 各専門工事業団体において、工事の特徴を踏まえ工種ごと

に「標準見積書」を作成

・ 下請企業が元請企業（直近上位の注文者）に対して提出す

る見積書について、従来の総額によるものではなく、その

中に含まれる安全衛生経費を内訳として明示

安 全 衛 生 経 費 の 適 切 な 支 払

○建設工事従事者の安全及び健康の確保は、建設工事の大前提。

○建設工事における安全衛生経費の適切な支払のため、「確認表」と「標準見積書」の作成・普及を推進。

【経緯】
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建設工事従事者の安全及び健康の確保の推進に関する法律（平成28年12月16日法律第111号）の概要

国等の責務、法制上の措置等

＜国等の責務＞ （第４条から第６条まで関係）
• 国は、基本理念にのっとり、建設工事従事者の安全及び健康の
確保に関する施策を総合的に策定、実施する

• 都道府県は、基本理念にのっとり、国との適切な役割分担を踏
まえて、当該区域の実情に応じた施策を策定、実施する

• 建設業者等は、基本理念にのっとり、建設工事従事者の安全及
び健康の確保のために必要な措置を講ずる

＜法制上の措置等＞ （第７条関係）
• 政府は、施策を実施するため必要な法制上、財政上又は税制上
の措置その他の措置を講じなければならない

目的、基本理念

＜目的＞ （第１条関係）
• 建設工事従事者の安全及び健康の確保に関し、基本理念を定め、
国等の責務を明らかにし、施策の基本となる事項を定めること等
により、建設工事従事者の安全及び健康の確保に関する施策を総
合的かつ計画的に推進し、もって建設業の健全な発展に資する

＜基本理念＞ （第３条関係）
• 建設工事の請負契約において適正な請負代金の額、工期等が定め
られること

• 建設工事従事者の安全及び健康の確保に必要な措置が、設計、施
工等の各段階において適切に講ぜられること

• 建設工事従事者の安全及び健康に関する意識を高めることにより
、安全で衛生的な作業の遂行が図られること

• 建設工事従事者の処遇の改善及び地位の向上が図られること

基本計画等

• 政府は、建設工事従事者の安全及び健康に関する施策の総合的
かつ計画的な推進を図るため、基本計画を策定しなければなら
ない

• 都道府県は、基本計画を勘案して、都道府県計画を策定するよ
う努める

＜目的、基本理念＞

基本的施策

①建設工事の請負契約における経費（労災保険料を含む）の適切か
つ明確な積算、明示及び支払の促進 ②責任体制の明確化（下請関
係の適正化の促進） ③建設工事の現場における措置の統一的な実
施（労災保険関係の状況の把握の促進等） ④建設工事の現場の安
全性の点検、分析、評価等に係る取組の促進 ⑤建設工事従事者の
安全に配慮した設計、建設工事の安全な実施に資するとともに省力
化・生産性向上にも配意した材料・資機材・施工方法の開発・普及
の促進 ⑥建設工事従事者の安全及び健康に関する意識の啓発

建設工事従事者安全健康確保推進会議

関係行政機関相互の調整を行うことにより、建設工事従事者の安全
及び健康の確保の推進を図るため、「建設工事従事者安全健康確保
推進会議」及び専門的知識を有する者によって構成する「建設工事
従事者安全健康確保推進専門家会議」を設ける

＜基本計画等、基本的施策＞

＜国等の責務、法制上の措置等＞

＜推進会議の設置＞

建設業における重大な労働災害の発生状況等に鑑み、建設工事従事者の安全及び健康の確保を推進するため、公共発注・民間発注を問わず
、労災保険料を含む安全衛生経費の確保や一人親方問題への対処等がなされるよう、特別に手厚い対策を国及び都道府県等に求めるもの

施行：平成29年３月16日

（第８条・第９条関係）

（第１０条から第１４条まで関係）

（第１５条関係）
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建設工事従事者の安全及び健康の確保に関する基本的な計画（令和５年６月１３日閣議決定）

第１ 基本的な方針はじめに 現状と課題

・建設工事の現場での災害により、年間約350名もの尊い命が亡くなっていることを重
く受け止め、災害撲滅に向けて一層の実効性のある取組を推進するとともに周知等
が必要である。

・一人親方等は、建設工事の現場では、他の関係請負人の労働者と同じような作業に
従事しており、特段の対応が必要である。

・建設工事従事者の高齢化が進行している中、若手をはじめとした入職の促進等、
中長期的な担い手の確保を進めていくことが急務である。

第2 政府が総合的かつ計画的に講ずべき施策

１．適正な請負代金の額、工期等の設定
２．設計、施工等の各段階における措置
３．安全及び健康に関する意識の向上
４．建設工事従事者の処遇の改善及び地位の向上

１．建設工事の請負契約における経費の適切かつ明確な積算等
（１）安全及び健康の確保に関する経費の適切かつ明確な積算等
・安全衛生経費については、適切かつ明確な積算がなされ下請負人まで
確実に支払われるよう、安全衛生対策項目の確認表及び安全衛生経費

を内訳として明示するための「標準見積書」の作成・普及を図る。

・安全衛生経費の必要性や重要性について、発注者、建設業者及び国民

一般に対して理解してもらうよう戦略的に広報を実施する。

（２）安全及び健康に配慮した工期の設定

２．責任体制の明確化
３．建設工事の現場における措置の統一的な実施
（１）建設業者間の連携の促進
（２）一人親方等の安全及び健康の確保
（３）特別加入制度への加入促進等の徹底
４．建設工事の現場の安全性の点検等
（１）建設業者等による自主的な取組の促進
（２）工法や資機材等の開発普及の促進
５．安全及び健康に関する意識の啓発
（１）安全衛生教育の促進
（２）安全及び健康に関する意識の啓発に係る自主的な取組の促進

第３ 総合的かつ計画的に推進するために必要な事項

１．建設工事従事者の処遇の改善及び地位の向上を図るための施策
（１）社会保険等の加入の徹底
（２）建設キャリアアップシステムの活用推進
（３）「働き方改革」の推進
２．墜落・転落災害の防止対策の充実強化
（１）労働安全衛生法令の遵守徹底等
（２）墜落・転落災害防止対策の充実強化
３．健康確保対策の強化
（１）熱中症、騒音障害防止対策
（２）解体・改修工事における石綿ばく露防止対策等

（３）新興・再興感染症への対応
４．人材の多様化に対応した建設現場の安全確保、職場環境の改善
（１）女性の活躍促進
（２）増加する外国人労働者の労働災害への対応
（３）高年齢労働者の安全及び健康の確保
４．基本計画の推進体制
（１）関係者における連携、協力体制の強化
（２）調査・研究の充実
５．施策の推進状況の点検と計画の見直し

※下線：当初計画（平成２９年６月９日閣議決定）からの変更（追加事項） 3



建設工事における安全衛生経費の確保に関する実務者検討会

■

設置趣旨

構成員

検討内容（主なもの）
〇下請まで確実に支払われるような実効性のある施策
〇安全衛生経費の範囲
〇民間発注者等の理解を得るための方策 等

「建設工事従事者の安全及び健康の確保の推進に関する法律」
（平成28年法律第111号）に基づく基本計画に記載された施策※

を検討するため設置。

※安全衛生経費が下請負人まで確実に支払われるような実効性のある施策

平
成
30

年
6

月
7

日

第
1

回
検
討
会

（令和4年6月27日現在）

大幢 勝利 独立行政法人労働者健康安全機構
労働安全衛生総合研究所 研究推進・国際センター長

蟹澤 宏剛 芝浦工業大学建築学部建築学科 教授
城戸 尚治 城戸産業医事務所 代表

■学識経験者

◎

■関係団体

検討経緯

平成30年6月7日第1回 検討会
・検討会の設置、検討にあたっての論点

平成30年8月27日 第２回 検討会
・今後の検討の進め方（案）、実態把握調査計画（案）

平成31年1月31日 第３回 検討会
・検討の進め方、実態把握調査計画（確定）、関係施策のレビュー

平成31年3月～令和元年5月 元請・下請向け実態把握調査

令和元年6月24日 第４回 検討会
・元請・下請向け実態調査結果（速報）、今後の進め方

令和元年10月7日 第５回 検討会
・発注者向け実態調査結果（速報）、個人向けｱﾝｹｰﾄ結果(速報)、施策(案) 

令和元年12月9日 第６回 検討会
・安全衛生経費の適切な支払いに向けて（提言）（案）について

令和4年6月27日 第７回 検討会
・安全衛生経費の適切な支払いに向けて（提言） とりまとめ

◎：座長

本山 謙治 建設業労働災害防止協会 技術管理部長
細谷 浩昭 建設労務安全研究会 理事長
田久 悟 全国建設労働組合総連合 労働対策部長
水野 龍平 日本建設産業職員労働組合協議会政策企画局
藤井 覚 （一社） 日本建設業連合会安全委員会 安全対策部会専門委員

最川 隆由 （一社）全国建設業協会 労働問題専門委員会委員
山谷 朋彦 （一社）全国中小建設業協会 理事
鈴木 央 （一社）日本建設躯体工事業団体連合会 東京建設躯体工業協同組合 副理事長

関根 健太郎 （一社）日本建設躯体工事業団体連合会 東京建設躯体工業協同組合 常任理事

東尾 正 全国仮設安全事業協同組合 専務理事
小岸 昭義 （株）ＯＧＩＳＨＩ 代表取締役

【R４年度～】
提言で取りまとめられた安全衛生経費の適切な支払いのための

実効性ある施策を推進
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建設工事における安全衛生経費の適切な支払いに向けて（提言） 概要

「人材」で成り立つ建設業において、建設工事従事者の安全及び健康の確保は、建設工事の大前提であり、最優先事項で
あるとの認識のもと、建設工事における安全衛生経費の適切な支払いのための施策の具体化や継続的な進化に取り組む。

①安全衛生経費の「見える化」

②安全衛生経費に関する意識改革

③安全衛生経費の適切な支払いに向けた取組のフォローアップ・進化

<基本的な考え方>

<安全衛生経費の適切な支払いのための実効性ある施策>

○安全衛生経費の実態に関するフォローアップ調査

○人材の育成

○各主体がまとめたガイドブック、事例等をホームページで一元化

○建設業法第19条の３の徹底

○適切な安全衛生経費の確保のためのリーフレットの充実

○インターネットやソーシャルメディアでの情報発信

○安全衛生経費の確保に関するポスターの作成・配布

○全国安全週間などでの集中的な広報

○発注者向けのリーフレットの作成

○一人親方向けのリーフレットの作成

○元下間における安全衛生対策の認識のズレの解消や安
全衛生意識の共有を図るため、建設工事の工種毎に安
全衛生対策項目の確認表を作成し、その普及を図る

○下請企業が元請企業（直近上位の注文者）に対して提出
する見積書について、従来の総額によるものではなく、その
中に含まれる安全衛生経費を内訳として明示するための
「標準見積書」を作成し、その普及を図る

WGを設置し、具体的に検討(令和４年～）

(1) 「安全衛生対策項目の確認表」と安全衛生経費の
内訳明示のための「標準見積書」の作成・普及

(2) 安全衛生経費の重要性・必要性に関する戦略的広報

( 3 ) 施 策 を 体 系 的 に 進 め る た め の 仕 組 み 構 築

＊「建設工事における安全衛生経費の確保に関する実務者検討会」 とりまとめ（令和４年６月27日）
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安全衛生対策項目の確認表及び標準見積書に関するＷＧ

設置趣旨

構成員

検討内容（主なもの）

〇「安全衛生対策項目の確認表」

〇安全衛生経費の内訳明示のための「標準見積書」

〇安全衛生経費の重要性・必要性に関する戦略的広報 等

「建設工事における安全衛生経費の確保に関する実務者検討会」においてとりま
とめられた、「建設工事における安全衛生経費の適切な支払いに向けて（提言）」
を踏まえ、「安全衛生対策項目の確認表」と安全衛生経費の内訳明示のための「標
準見積書」の作成・普及に関して検討するため設置。

蟹澤 宏剛 芝浦工業大学建築学部建築学科 教授

■学識経験者

■関係団体

検討経緯

青木 富三雄 （一社）住宅生産団体連合会 環境・安全部長

池田 浩和 （一社）ＪＢＮ・全国工務店協会 副会長

尾下 真規 （一社）日本建設業連合会
安全委員会 衛生対策部会長

田久 悟 全国建設労働組合総連合 労働対策部長

土屋 良直 建設業労働災害防止協会 上席調査役

東尾 正 全国仮設安全事業協同組合 専務理事

藤巻 雄一 （一社）全国建設業協会 労働問題専門委員会委員

細谷 浩昭 建設労務安全研究会 理事長

柳澤 庄一 （一社）建設産業専門団体連合会 専務理事・事務局長

山谷 朋彦 （一社）全国中小建設業協会 理事

◎：座長

◎

令和4年11月11日 第１回 ＷＧ

・ＷＧの設置、これまでの取組状況と今後の進め方、

確認表作成工種（案）と検討の進め方（案）、令和4年度のスケジュール

令和5年2月1日 第２回 ＷＧ

・確認表作成の検討体制（報告）、安全衛生対策項目の確認表（案）、

広報に関する事項

令和5年3月23日 第３回 ＷＧ

・安全衛生対策項目の確認表（案）、広報に関する事項

令和5年10月2日 第４回 ＷＧ

・安全衛生対策項目の確認表ＦＵ、

安全衛生経費を内訳として明示するための「標準見積書」検討の進め方

令和5年12月25日 第５回 ＷＧ

・安全衛生対策項目の確認表ＦＵ、

安全衛生経費を内訳として明示するための「標準見積書」（案）、

戦略的広報に関する事項

令和6年3月14日 第６回 ＷＧ

・安全衛生経費を内訳として明示するための「標準見積書」（案）、

今後の普及に向けた取組

（令和6年3月14日現在）

令
和
４
年
11

月
11

日

第
1

回

Ｗ
Ｇ
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注文者 下請 注文者 下請 注文者 下請 注文者 下請

工事現場管理 作業環境の測定

測定機器の用意

固定式足場の組立と解体 測定環境の設定

固定式足場以外の作業床の組立と解体 作業環境の構築

作業構台・吊り構台の組立と解体 換気設備

昇降設備の設置と撤去 空調設備、空気清浄設備

土留め支保工の組立と解体 照明器具

保護具の着用 電気設備

墜落等による危険の防止 給排水設備

休憩室、仮眠設備

熱中症対策

ロープ高所作業における危険の防止 応急処置・緊急時対応

飛来崩壊災害による危険の防止 その他の疾病・衛生対策

安全意識、注意喚起

警報設備 交通規制に要する対策

避難用設備 公衆災害に要する対策（仮囲い等）

火災防止　 追加項目（当該工事で確認が必要な項目） 注文者 下請 注文者 下請

危険物の対処（立入禁止措置）

調査の実施（埋設物調査・試掘等）

安全点検の実施

機械等の危険防止

監視連絡等に要する対策

倉庫、材料保管等

粉じん障害防止

石綿障害予防

電離放射線障害防止

特定化学物質障害予防

鉛中毒予防

有機溶剤中毒予防

酸素欠乏症等防止

安全衛生教育

作業内容変更時の教育

新規入場者教育

送り出し教育

労
働
者
の
就
業

に
当
た
っ

て
の

措
置

機
械
並
び
に
危
険
物
及
び

有
害
物
に
関
す
る
規
制

費用負担

手摺、幅木等

開口部養生

落下防護ネット・小幅ネット

揚重用吊具

整理
区分

対策の実施分担対策の実施分担

そ
の
他

○○工事における安全衛生対策項目の確認表【参考ひな型】

職場生活支援施設（トイレ、洗面所等）

対策項目
費用負担 整理

区分
対策項目

労
働
者
の
危
険
又
は
健
康
障
害
を

防
止
す
る
た
め
の
措
置

安
全
衛
生
管

理
体
制

リスクアセスメントの実施及びその結果に
基づくリスク低減措置の実施

健
康
の
保
持
増
進
の
た
め
の
措
置
・
快
適
な

職
場
環
境
の
形
成
の
た
め
の
措
置

○ 「安全衛生対策項目の確認表（参考ひな型）」及び「説明書」 を令和５年８月に公表し、建設業者団体に作成・活用を依頼。

・各専門工事業団体に対して、「安全衛生対策項目の確認表（参考ひな型）」及び「説明書」並びに先行的に作成した工種※の

確認表を参考に、工種ごとに「安全衛生対策項目の確認表」を検討、作成いただくよう依頼。

・すべての建設企業に対して、建設工事の現場において、「安全衛生対策項目の確認表」を活用することにより、元請負人と

下請負人との間で安全衛生対策の分担を共有し、安全衛生経費の適切な支払いにつなげていただくよう依頼。
※ 専門工事業団体等の協力を得て、５工種（型枠、管、内装仕上、外部足場、住宅）の確認表を先行的に検討・作成。

安全衛生対策項目の確認表の作成・普及
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安全衛生経費を内訳として明示するための「標準見積書」の作成・普及

○ 「安全衛生経費を内訳明示した見積書の作成手順」 を令和６年３月に作成し、建設業者団体に作成・活用を依頼。

・各専門工事業団体に対して、「安全衛生経費を内訳明示した見積書の作成手順」及び先行的に作成した工種※の標準見積

書を参考に、安全衛生経費を内訳として明示するための「標準見積書」を検討、作成いただくよう依頼。

・すべての建設企業に対して、「安全衛生対策項目の確認表」及び「標準見積書」を活用し、建設工事の現場において、下請

企業が元請企業（直近上位の注文者）に対して提出する見積書について、安全衛生経費を見積書に内訳明示することによ

り、安全衛生経費の適切な支払いにつなげていただくよう依頼。

※ 専門工事業団体等の協力を得て、２工種（型枠、左官）の標準見積書を先行的に検討・作成。

【先行的に作成した工種の標準見積書（案） 「左官工事」（令和6年3月時点）】

国土交通省において作成した作成手順では、安全衛生経費の内訳として以下の算出方法を例示

①個別工事現場（作業場）における安全衛生経費
②個別工事現場（作業場）における建設技能者に係る安全衛生経費
③店社で支出する安全衛生経費

【国土交通省において作成した作成手順】
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下請契約における必要経費を盛り込んだ見積り促進に向けて

技能者の処遇改善に必要な下請代金の確保

✓技能労働者の処遇改善のため、注文者から技能者を雇う下請業者に対し、賃金原資である労務費に加え、法定
福利費、安全衛生経費等の必要経費が適正に支払われる必要。

✓第三次・担い手三法の改正による、技能者の処遇改善のための新たなルール導入も踏まえ、契約当事者間において
適正な見積りを取り交わす契約慣行を広く定着させるため、官民一体となった取組加速化が必要。

○ 今後、適正施工に必要な労務費・必要経費の内訳等を記載し
た見積書の作成が努力義務化

○ 併せて、著しく低い労務費や必要経費による見積り・見積り
変更依頼を禁止

適正な見積書を取り交わす契約慣行の必要性

○ 建設業法における「通常必要と認められる原価」として、
労務費・材料費等に加え、法定福利費、安全衛生経費、建
退共掛金その他の労働者の雇用に伴う必要経費等が想定。

○これまで、労務費及び法定福利費、安全衛生経費を含む適
正な見積りについて、元請・下請・民間発注者に対して取
組を要請。

○現在、法定福利費を内訳明示した見積書を提出している下
請業者は59.6％。そのうち66.2％は内訳明示した額を受
け取り。

○ 労務費・必要経費の行き渡りには適切な見積りが不可欠
だが、まだ不十分。

○法の施行に向け、適切な見積書を取り交わす契約慣行の定着
に向け、官民一体となって取組を加速化させる必要。

59.6% 25.6% 14.1%

0.7%提出した 提出しなかった わからない その他

N=4,295

N=2,558

(N=2,558)

下請企業における法定福利費を内訳明示した見積書の提出状況
及び見積書を提出した下請企業における法定福利費の受取状況

出典：令和5年度社会保険の加入及び
賃金の状況等に関する調査

66.2% 17.0% 16.8%

100％以上 80％～100％未満 80％未満
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